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夢洲通行許可条件

１ 通行許可証は車両1台につき1枚とする。
２ 入場する際は、通行許可証を工事用ゲート警備員に必ず提示すること。
３ 通行時間帯は午前7：00〜午後6：30までとする。
４ 工事区域内は、左側通行で時速20㎞を厳守し、通路上は駐車しないこと。
５ 工事区域内では、工事の支障とならないよう細心の注意を払うこと。
万一、工事の支障になるなどの行為があった場合は、補償を求めることがある。

６ 万一、工事区域内で事故を起こした場合は、本協会並びに工事用ゲートの警備員へ速やかに報告
すること。
なお、工事区域内での事故など、いかなる場合であっても、本協会は一切責任を負わない。

７ 工事区域内から一般道路に出る際は、出口付近に設置している高圧洗浄機でタイヤを洗浄し、一般
道路を土砂等で汚さないこと。

８ 通行許可証は、破損・紛失しないよう管理には十分注意すること。
万一、破損・紛失しても原則、再発行には応じない。
なお、紛失が判明した場合は、速やかに本協会に報告すること。また、通行許可証は、工期終了後、
速やかに本協会に返却すること。

９ 以上の条件を遵守できなかった場合、以後、通行許可を取り消す場合がある。
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